
学位申請論文の審査結果の要旨

本審査委員会(以 下、 「委員会」 と略称)は 、京都府立大学学位規定12条 に基づいて以下の通 り審

査の内容を研究科会議 に報告す る。なお、学位申請論文の内容については、 「学位 申請論文の要 旨j

を参照され たい。

[経過]

委員会(川 瀬光義審…査委員、足立幸男審査委員、窪田好男審査委員)は 、2019年12月12日 、2020

年1月23日 、2020年2月13日 に会議を行 うとともに、2020年2月13日 に公開審査会(最 終試験)

を開催 した。公開審査会においては、学位 申請者 の池 田葉月氏から学位 申請論 文(以 下、 「論文」 と

略称)の 概要が報告 され、その後、3名 の審査委員お よび出席者(総 計15名)か らの質問お よび意見

に対 して応答がな された。審査委員による論文評価 および公開審査会における質疑応答 の概要は以下

の通 りであった。

[評価]

持続可能な社会 とその中における個人の幸福の実現のため、公共政策、とりわけ国や地方 自治体が

行 う政府政策 は重要である。 市場を補完 し、非営利活動を育成 ・支援 しつつ協働す る役割 を担 ってい

るからである。 目本の地方 自治に 目を向けても、21世 紀 に入って地方分権化改革 が唱え られて制度的

基盤が整備 され、 さらに近年 は地方創生によって、数十年先の新たな時代を見据えた社会の変革 と都

市の創造が、地域 自身の手で進められることが期待 されている。一般に、地方 自治体が策定す る地方

創生の政策(地 方版総合戦略)は4個 程度の基本 目標 とそれ を実現する施策お よび事業から構成 され

るが、それ らのよ しあしが地域社会の持続 可能性 とその中にお ける個人の幸福を大いに左右する。

公共政策、 とりわけ政府政策の失敗 を回避 し、質 を確保することが社会的な要請 となるが、そのた .

めに市民参加 などと並んで特に重視 されるものの1つ が公共政策や政府政策の評価、略 して政策評価

である。持続可能 な社会 とその中における個人の幸福 に必要な財 ・サー ビスを供給す る主力 となるの

は市場 であるが、その市場には、構造的な問題 として市場の失敗がある。そ して、政府 とその手段た

る政府政策は市場の補完のために存在するが、政府 もまた、競争の欠如や公共政策のア ウ トカムの把

握 に必要なコス トといった理 由により、政府 の失敗から逃れ得ないからである。政策評価は市場価値

の付 かない公共政策の価値を定量的に判 じ定めることであった り、国や地方 自治体 といった政府 に、

必要性や有効性や効率性 といった規準で政策 を評価することとその結果 を公表 して利用することを義

務付 けた りす るものであるが、政府の失敗を緩和す るため、それを導入 し、対象 となる政策の範囲を

拡大 し、用い られ る手法 を高度化 し、結果を適切に公表 し、結果 を利用す ることが重要である。

公共政策や政府政策の評価は多様な形態で行われ る。評価研究 と呼ばれ る研究者に よる研究 として

も行われ るし、国際機 関や国や地方 自治体が、研究者 に委託 して行 う場合 もあるし、行政職員 に自己

評価 を行わせ る場合もある。 日本 にお ける政策評価の特徴は、国と主要な地方 自治体で行政職員によ

る 自己評価が制度化 され ていることである。 また、数百本か ら数千本にわたる政策 ・施策 ・事務事業

の全数 を評価す ることを志向 していることも特徴である。定量的に価値 を判 じ定めることよりも、政

策の採否や継緯 ・廃止の決 定の判断材料 となることが意識 されている点も特徴 である。 日本の地方 自
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治体で政府政策の評価が制度化 されて約25年 、国で制度化されて約20年 が経つが、制度化 された政

府政策 の評価の質 を向上 させ ることが常に課題 となっている。

主要 な大学に公共政策に関わる名称 を冠 した学部が設置 され、全国規模の学会である 日本公共政策

学会が設立 され て約25年 となる。公共政策学は新 しいデ ィシプ リンとして一定程度確立 した と見るこ

ともできる。 しか し、政治学や経済学、法学の延長線上に とどまる研究が多いの も事実である。公共

政策学 とは何か。公共政策学の創始者の1人 であるイェヘ ッケル ・ドロアによれば、公共政策その も

のよりもむ しろ、公共政策を産み出す公共政策決定 システムに注目し、公共政策決定システムを診断

して、改善や革新を図ることこそを課題 とす るのが公共政策学であるとされ る。そ うであるな らば、

公共政策決定システムの重要な要素である政府政策の評価の研究は、公共政策学において重要視 さ

れ、中心 とな るとも期待 されるが、実際の ところ、公共政策学における政策評価研究は意外 と乏 し

い。

国や地方 自治体の政府政策や、非営利部門の活動を含めた公共政策の評価 については、それな りの

数の研究が蓄積 されているが、それ らの多 くは行政学や評価学の研究者 によるものである。行政学に

せ よ、評価学にせ よ、公共政策や政府政策 の評価を対象 としていることに違いはないものの、行政学

では、行政においてどのような評価が制度化 され、どのよ うに運用 され ているのか とい う事実 と、そ

れ らの原 因の解明が関心の中心 となる。また、評価学では、非市場の産物 としての公共政策 ・政府政

策の価値 を定量的に判 じ定めることが重視 されがちであり、また、そのためにより高度な評価手法 を

コス トを度外視 して採用す ることを求めがちである。公共政策学における公共政策 ・政府政策の評価

の研究が、行政学における評価の研究や評価学 と独立 して無関係に存在す ることは考えられないもの

の、問題意識 の違いによる重点の違いが存在す ることは明 らかであり、公共政策学における公共政

策 ・政府政策の評価の研究が求められていることは確 かである。

行政学や評価学における公共政策 ・政府政策の評価 の研究は、国内外で行われてお り、その歴 史は

短 く見 ても1960年 代からの60年 以上にわたる。その長い歴史の中で、政府政策を評価する制度を ど

のよ うに改善 ・機能 向上す るか とい うことにっいては、日本では、 自己評価 が適切に行われているか

を学識経験者 を中心 とす る外部評価委員会を設置 して 自己評価 と組み合 わせ ること、行政の トップ リ

ーダーや評価制度を担当す るキーパー ソンに期待す ることが定説 となっている
。 また、手法の面で

は、国内外 ともに、1980年 代にアメ リカで提唱 され始 めた実用重視評価 とい う評価手法 ・評価理論が

重視 されてきた。近年では、実用重視評価 を基礎 とす る参加型評価 とい う評価手法 ・評価理論が様々

な政策分里予で注 目されるようになっている。 しか し、 日本で制度化 されたような 日本型政策評価 とも

呼ばれ る評価 、すなわちすべての政策 ・施策 ・事務事業をそれ らの担 当者が業績測定とい う簡易な手

法 を中心 とす る手法で 自己評価するとい うよ うな制度 と実用重視評価 とは相性が悪いとい う思い込み

が研 究者 にも実務家にもあ り、両者 を組み合わせて改善 ・革新を図るとい う発想 はこれまで見られな

かった。

本論文は、公共政策学における公共政策 ・政府政策 の評価の研究 として、評価制度 を改善 ・革新す

ることによ り、地方 自治体の政府政策 を改善 ・革新 し、もって持続可能な社会 とその中における個人

の幸福を実現せ ん とす る明確 な問題意識 に基づいてお り、公共政策学の政策評価研究 として成立 して

い る点に意義 を有す る。特に以下の諸点において優れた研究であると言 える。

1.地 方 自治体の政府政策を評価する制度において 自己評価 を担 う行政職員に注 目し、その内面に迫 ろ

うとしている点に独創性がある。先行研究や この分野では基礎的な資料 とな る総務省 による調査

は、評価制度 を担当する職員 を対象に調査 を行 なっている。本論文では第1章 で自己評価を実際に

行 っている行政職員に注 目す る必要性を論 じ、第2章 では、宝塚市(兵 庫県)に おいて、施策評価

を実際 に行なっている室長級職員、そ して事務事業評価を実際に行なってい る課長級職員、そのほ

ぼ全員 を対象 とす る調査を行ない、彼 ・彼女 らの評価 についての意識の解明を試みてい る。

2、



2.本 論文では、宝塚市の室長級職員 と課長級職員の評価 にっいての意識 の解 明を試みるにあたって、

評価 のイ メー ジを漢字一文字で表す とい う方法を用いてお り、この点に独創性を見出す ことができ

る。 この方法 については、奇 をてらった方法 と否定的に見ることも不可能ではないが、そのような

見方は誤 りである。評価 を制度化 している地方 自治体で施策評価や事務事業評価 を担 当している行

政職員に対 して調査を行 うこと、特に全数調査 を行 うことは非常に困難である。そ うした中、関係

す る全職員を対象 とす る研修の一環、アイスブレイクとして、この調査 を行い、成立させているこ

とは独創性の現れ として積極的に評価 され るべきである。

3.本 論文は、実用重視評価 と業績測定を掛け合わせ ることが必ず しも不可能でないこと、そ うす るこ

とで評価精度の改善を期待できるか もしれないとい うこと(そ の可能性があること)を 、アメ リカ

合衆国における業績 スタッ トの理論お よび実践の紹介 を通 して示唆 している点に意義がある。実用

重視評価 は、アメ リカ合衆国の評価学者 であるマイケル ・クイン ・パ ッ トンが提唱 した評価手法 ・

評価理論であ り、1980年 代 からパ ッ トンをは じめとする多 くの研 究者 により研究が重ね られ てき

たものであり、 日本においても、公共政策の評価 に関心を持つ研究者 の多 くに知 られた評価手法 ・

評価理論である。 しか し、実用重視評価が業績測定 とい う評価手法にも適用できるとい うことは、

近年 においてパ ッ トンが自身の研究で言及す るようになったのものの、詳細な研究は行われていな

かった。本研究では、第4章 で、実用重視評価が従来考 えられ てきた以上の可能性を有す ることを

先行研究の渉猟 と評価を通 じて明 らかにす るとともに、第5章 で、アメ リカ合衆国において導入 さ

れ注 目されている業績スタッ トとい う評価制度において、業績測定へ の実用重視評価の適用が実現

していることを観察 している。

4.本 論文では、 さらに、実用重視評価 と日本型政策評価 を掛 け合わせることができ、それが政府政策

の評価の改善 ・革新につなが る理論的可能性 を主張す る。 日本型政策評価 とは、政策の質的改善を

目的 として、業績測定を中心 とす る評価手法によ り、国や地方 自治体の全ての施策 ・事務事業の自

己評価で評価す ることを志 向す るものである。 アメリカ合衆国における業績スタッ トが一部の重要

政策につ いて行われ るのに とどまるのに対 し、 日本における事務事業の 自己評価 は、国の1つ の府

省や都道府県や政令指定都市においては約2・3千 本、市で約1千 本、町や村で数百本 と概算 され

る事務事業の全ての改善につながる可能性 を示唆す るものである。

5.本 論文では、第6章 で、業績スタッ トが、アメリカ合衆国と同様 の形 のままでは 日本では普及 して

いない実態を明らかに している。 さいたま市や氷見市(富 山県)の よ うに、行政の トップ リーダー

が業績スタッ トに関心を持って導入 を指示 しても、アメリカ合衆国 と同様の形では制度化 も運用 も

困難であることが示 されている。

敏 とはいえ、業績スタッ トが実用重視評価 と業績測定を掛け合わせた唯一 の評価手法 ・評価制度 では

ない し、実用重視評価 と日本型政策評価の組み合わせ にはさらなる可能性がある。本研究では、第

4章 で、 日本型政策評価 において、評価結果の報告が どのよ うになされているかの実態 と課題がま

とめ られてお り、それ を踏まえて、第7章 で、評価結果の報告 とい う点において も実用重視の評価

の理論は活用可能であ り、評価結果の報告 においてデザインを取 り入れ た り、動画 を取 り入れた り

することの可能性が指摘されている.そ 臨 の指摘力鞭 論的なものにとどまらず、南肺 や宇治

田原町(い ずれ も京都府)に おける実践に裏付 けられたものである点に本研 究の意義がある。

以上のよ うに、本論文は、公共政策学における公共政策や政府政策の評価 、特に地方 自治体 におけ

る政府政策の評価 とい う観点から、行政学 と評価学で行われてきた公共政策 ・政府政策の評価 の研究

を学際的、あるいは トランス ・ディシプ リンにまとめることに成功 してい る。業績スタッ トへの注

目、業績スタッ トが実用重視評価 として機能 しているとい う指摘、評価結果 の報告 におけるデザイン

の重要性 といった視点や研究成果は国際的に見ても先進的であ り、評価学や行政学 に与 えるイ ンパ ク

トもあって学際的 に重要性がある。行政職員の評価制度へのコミッ トメン トや評価結果の利用 を促進
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させ、 もって公共政策 ・政府政策を改善 ・革新 させ、持続可能な社会 とその中における個人の幸福の

実現 に寄与す ることが期待できるとい う意味で社会的要請にも応 じ得 る(発 展性を有す るとい うよ り

もより直接的に応 じ得 る)も の と評価す ることができる。

なお、本論文には、評価結果、評価結果の行政職員への報告、想定利用者 といった見慣れぬ概念や

用語が散見 され るが、評価学においては国際的 に見て も一般的に使用 されているものばか りであ り、

む しろ、評価学 の成果を取 り入れた 日本の公共政策学における政策評価研究の深ま りを示す ものと受

け取 めるべきであろ う。

一方で
、本論文には課題 もあ り、主要なものは以下の通 りである。

1.本 論文には先行研究の批判 ・評価において、改善の余地が認 められる。パ ッ トンの著作やべ一ンの

著作のような、本論文 において重要な位置づけを与えられた先行研究にっいて も、ともすれば内容

の紹介に とどまっていると見受け られ る面 もあ り、内容の紹介 と区別 され るところの批判 、または

評価 については、躊躇することなく、より明確に行われるべきである。

2.本 論文にはキ・一・一・タームにっいてのよ り厳密な定義が望 まれる。実用重視評価、実用重視の業績測

定、業績 スタ ッ トなどのキータームについて、それぞれの内容や相互の相違が一読 してわかるよ う

にするべきである。

3.本 論文は、主張の正統性を具体的事例 の実証的研究 ・調査によって裏付 ける とい う手間暇 をもっと

かけるべきである。本論文では、第5章 および第6章 で業績スタッ トを扱 っているが、アメリカ合

衆国における業績 スタ ットの運用状況や さいたま市や氷見市(富 山県)へ の業績 スタッ トの導入に

ついて、書籍やインターネ ットにおける公開情報、電話でのインタビュー といった方法に依拠 して

いる。現地調査 を行なっていれば、公開情報や電話インタビューでは得 られ ない情報を得 ることが

でき、本論文の価値を高めることが可能であった と考えられ る。

4.本 論文は、個々の文章、論の展開 ・章立てにもっと心を砕き推敲 を行 うべきである。例 えば、実用

重視評価 における報告 の原則 にっいて、主語は想定利用者 と報告書の作成者 の どち らなのか、明確

にすべ きである。 また、第5章 のpp.119・122は 、業績スタッ トの 日本における導入 を扱 う第6章

に入れた方が よい。

[公 開審査会の状況(敬 称略)]

2020年2月13日(木)10時 ・30分か ら12時10分 の約100分 間、稲盛記念会館106教 室で公開審

査会を行った。 まず、窪田審査委員に よる開会 あい さっと説明があ り、次いで、学位 申請者 の池 田葉

月氏がス ライ ドと配布 資料を用いて約30分 の説 明を行 った。その後、審査委員3名 の質問 とコメン ト

があ り、 さらにフロアか らの質問 とコメン トがあった。詳細は以下の通 りである。

足立審査委員(本 学客員教授 ・京都大学名誉教授 ・日本公共政策学会元会長 ・同顧問)か らは、本

論文が今 日、国際的に見て博士の学位 に求められ る水準、そ して公共政策学研究科 の博士学位論文の

評価 の基準に照 らして、博=ヒの学位に値することを明言 し、強調 した上で、書籍 として出版す るにあ

たっては、以下の ような課題があることが指摘 され た。

①第5章 と第6章 の内容に一部重複がある。それぞれの元 となった論文では必要だったか もしれな

いが、博士論文 としてまとめる際に適切に編集すべ きであった。②序章 と終章が長過 ぎる。③主語が

分か らない文章、文意 がとりにくい文章がある。これ らの内、③については具体的に10箇 所以上につ

いて具体的かつ詳細な指摘があった。 これ らの指摘 について逐一回答す ることは、時間の関係 で不可

能 であったが、書籍 として出版す るにあたっては、適切に修正 したい との回答がなされた。

さらに足立審査委員か らは、地方 自治体の政府政策 の評価制度の改善 ・革新のた めに、デザインを

重視 し、分量 を工夫 した報告書や動画 を活用すべ しとい う本論文の主張に対 し、政策評価 を適切に行

うことは、行政職員に とって当然果たすべ き責任 であり、職務 であ り、実用重視評価で行政職員を想
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定利用者 として、行政職員 に合わせた評価のデザイ ンを行 うべきであるのはなぜか、その必要性 につ

いて より丁寧な説明を行 うべき とい うコメン トがなされた。

また、行政職員の全てが政策形成やそれに伴 う政府政策の評価 に関わるわけではない ことは 自明で

あるが、本論文の中には、宇句通 りに解すれば、末端の行政職員までを含む全ての行政職員が実用重

視の評価によ り政府政策を改善すると読める箇所がある。第1章 と第2章 において、地方 自治体 の部

長や室長、課長 といった職階の行政職員が想定されていることが示唆 されているとも解せ るが、よ り

明確 な記述 を行 うべ きであるとい うコメン トがなされた。

さらに、第4章 においてパ ットンの研究を、第5章 においてロバー ト・べ一ンの研究を、それぞれ

主要な先行研究 として取 り上げているが、よ り踏み込んで批判 ・評価 を行 うべきであるとい うコメン

トがな された。第7章 に関 して、デザイン等に よって評価結果の報告方法 を工夫す ることが有効であ

るとい うことについて、誰にどの ような効果があったかを詳細に記述するな どして説得力を高めるべ

きとい うコメン トがな され た。

第6章 にお ける一部の調査 にっいて、インターネ ッ トや メール、電話のみ とい うのは安易ではない

かとい うコメン トがな された。 この点については、本論文の目的を達成す るために十分な情報は上記

の手段で得 られたため、問題はないとの回答がなされた。

第7章 に関 して、業績スタッ トを 日本で普及 させ るためには どうすればよいかとい う検討が不十分

であ るとい う趣 旨の質間がな された。 これに対 しては、本論文の主張は、業績スタッ トが理想 的な評

価手法、評価制度であ り、 日本の地方 自治体でも普及 させ ていくべき とい うものではない。本論文で

は、業績測定を中心 とする評価制度において も実用重視評価が適用可能であることを示す ための具体

例の1つ として扱 っているとい う回答がなされた。

また、本論 文で取 り上げられた創造的政策評価 とい う評価手法 について、本論文における位置づけ

が質問 された。それに対 しては、従来の 日本型評価制度では、評価 シー トを作成するだけで 自己評価

が終わって しまっていることか ら、評価 シー トの記述 内容 をもとに議論す る場を設 ければ行政職員 は

よ り積極的に評価 に取 り組む ようになるとい う理論であ り、 自己評価を中心 とする評価制度にお ける

評価 の過程へ の行政職員の参加の一例 として挙げているという回答がな され た。

続いて窪田審査委員(本 学公共政策学部教授)が 質問に立ち、公共政策学において公 共政策や政府

政策の評価制度を取 り上げて研究する意味を問 うた。それ に対 しては、政策 の純効果や経済的価値 を

定量的に明 らかに しよ うとする高度な手法を用いる評価 もある。評価学ではそ うした評価 をむ しろ重

視す る。 しか し、公共政策学では政策の必要性、有効性、費用対効果を確認 して政策形成 につ なげる

ことで、公共政策や政府政策 をよ りよいものにしてい くためのツール として捉えてい る。 このことか

ら、政策決定 システムの改善によって持続可能な社会 を目指す公共政策学において評価制度をと りあ

げることに意味があるとい う回答がなされた。

川瀬審査委員(本 学公共政策学部教授)か らは、評価を実施 したことに よる効果 に関す る事例が少

ないのではないか、また、第2章 に関 して、評価 についてのイメージは行政職員が所属 している部署

による違いもあるのではないか とい うコメン トがなされた。 さらに、足立審査委員 と同様に、本論文

は、主張の正統性を具体的事例の実証的研 究 ・調査によって裏付けるとい う手間暇 をもっとか けるべ

きであるとい うコメン トがなされた。続いて、 目本型政策評価はある地方 自治体の全ての施策 ・事務

事業を評価す るものであるが、そもそ も地方 自治体の業務 には、評価 にふ さわ しい業務 とふ さわ しく

ない業務があるのではないか。 どのよ うな業務が評価 にふ さわ しい と言 えるのかとい う質問がな され

た。 それに対 して、 目本型政策評価がある地方 自治体 のすべての施策 ・事務事業の評価 を志向するこ

とについて、必要性や有効性な どの規準は、 どの分野の政府政策にも、規制や経済誘導や情報による

誘 導などの どの政策手法 にも共通 して適用できるし、適用すべきものであることが回答 された。 ま

た、全ての施 策 ・事務事業について作成 され る評価シー トは情報の宝庫であ り、あらゆる施策 ・事務
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事業について、 目的や政策手法、予算、行政が実績 ・成果 として認識 していることなどが共通 の観点

か ら記載 されてお り、他にはない重要性 と有用性 を持 っているとの回答がなされた。

吉岡氏(本 学公共政策学部教授)か らは、プ レゼンテー ションにおける説明がわか りにくい とい う

コメン トがあった。具体例 として、スライ ド4と して示 された本研究の概念図は どのよ うに見れば よ

いのか、論理的にもビジュアル的 にもわか りに くい とい うコメン トがなされた。

中村氏(本 学公共政策学部教授)か らは、キータームにっいてよ り厳密 な定義が行われるべ きとい

うコメン トがな された。また、プ レゼンテーシ ョンにおいて、よりよい政策 とい う言葉が用い られて

いたが、なぜ 「よ り」 よい政策なのか、 「よ り」が付いていると、既存 のものは 「よい」状態 にある

ことが前提 となっていると考 えられ るとの質問がなされた。 これに対 し、新 しい政策 を作 るとい うよ

りは事後的 に実施す る評価 を想定 しているため、現状 よりもよいものに してい くとい う意味で 「よ

い」ではなく 「よりよい」 としている'との回答がなされた。また、中村氏か らは、用語や概念 の定義

は明確 にす る必要があること、質問への回答 は 「私は～ と考える。 なぜ なら～。」 と述べた方がわか

りやすい、 とのコメン トがな された。

桂氏(本 学公共政策学部教授)か らは、地方 自治体の多 くで近年、人手不足に苦慮 しつつ業務 に

当たっていることを指摘 した上で、第2章 との関連で、そのよ うな状況が否定的 なイメー ジの漢字の

選択に繋がってい るのではないかとい う質問がなされた。それに対 しては、否定的なイ メー ジの理由

は、回答者が 自身で記述 しているが、様々であり、人手不足により多忙であることが理 由の場合 も確

かにあった。 しか し、単純に政府政策にっいての知識不足や誤解のためとい う場合 もあ り、そのよ う

な場合には評価 について職員研修を行 うことによって、評価についての行政職員 の理解 を深めた り、

評価 に必要なスキルや能力 を習得 ・向上 させ ることが有効であると考え られるとの回答がなされた。

松 岡氏(本 学公共政策学部准教授)か らは、本論文で扱 っているのは行政管理であ り、政策 との関

連が分か りに くい とのコメン トがなされた。 これに対 しては、本論文で扱 っているのは行政職員が行

ってい る政策形成 とそこにおける評価、評価結果の利用であ り、行政管理 と交錯す る部分 はある との

回答がなされ た。

[審査結果の報告]

審査委員3名 による論文審査、およびそれ をふまえた2020年2月13目 の公開審査会における質疑

応答 を通 じて、学位 申請者の一貫 した論 旨が確認 され、論 文で明らかに しようとした 目的が達成 され

てお り、学位 申請者 は自立 した研究者 としての能力 と学識 を有 している と委員会 は判断す る。

よって、委員会は、本論文 の課題 として列挙 された点にっいて学位申請者 に今後一層の研鎭 を強 く

期待す るとともに、本論文が博士(公 共政策学)の 学位に値す ると認めるものである。
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